
 

大阪市教育委員会  

 外国につながる児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業 

令和８年度 日本語指導員(有償ボランティア) 募集要項 
 

 

１ 活動名称     大阪市教育委員会事務局 指導部所管事業における日本語指導員 

 

 ２ 登録期間   登録日から令和９年３月31日（年度末に更新あり） 

 

 ３ 登録条件 

次の各号に掲げる条件(１)、(２)のすべてを満たす者とします。 

（１）子どもへの理解が深く、本市の教育方針に協力できる者 

（２）次のいずれかに該当する者 

〇教員として義務教育段階での学校に勤務経験のある者 

〇教員免許を所持している者 

〇日本語教師養成講座において 420時間以上の教育を受け、大学（短期大学を含む。 

以下同じ。）及び研修の実施機関が発行する証明書等を有する者 

〇大学または大学院で主専攻あるいは副専攻の日本語教育科目を履修し、大学が発行す 

 る証明書等を有する者 

     〇通信による日本語教育科目を履修し、大学が発行する証明書等を有する者 

〇日本語教育能力検定試験に合格している者 

〇文部科学省が実施する日本語教員試験に合格している者 

 

 ４ 主な活動内容 

（１） 初期日本語指導を終えた小学５年生から中学３年生の児童生徒への教科における日

本語指導 

（２） 大阪市に編転入してきた日本語指導が必要な児童生徒への日本語指導および学校文

化を理解するための指導 

（３） 活動に係る準備および報告の作成等 

 

 ５ 活動条件等 

（１）活動場所：大阪市立の小中学校、義務教育学校または大阪市内４か所の共生支援拠点

のいずれか 

（２）活動時間：週15時間を最大として、スケジュールを調整し決定します。 

※ 活動に係る準備および報告書の作成等は活動時間に含みません。 

※ 登録をもって活動が保障されるものではありません。 

（３）報 償 金：１時間につき2,500円 (交通費を含む） 

（４）支払時期：原則として活動月の翌々月までの支払いとします。 

 

６ 登録にあたって 

  応募書類を受付後、次のとおり面接等を実施します。 

  （１）内  容：オンラインによる事業説明（15分）および面接（15分程度） 

  （２）日  時：平日 午前10時から午後５時の間 

   ※ 事業説明実施日に関しては後日連絡いたします。 

※ 面接結果により、登録の可否を判断します。 

        

７ 登録方法について  

  以下の（１）、（２）の書類等を角形２号封筒に入れて、「日本語指導員登録関係書類在

中」と朱書きの上、郵送または持参してください。すべての書類がそろっていない場合は、



登録できませんので注意してください。なお、（１）の書類については「12 その他」の下

にある書式をダウンロードし、必要事項を記入してください。 

  （郵送の場合）簡易書留にて申込先まで送付してください。 

  （持参の場合）「９ 申込先」まで持参し提出してください。 

 

（１）「日本語指導員エントリーシート（履歴書）」 

必要事項を記入し、過去３ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してく 

ださい。 

  （２）次のいずれかの資格を有することが証明できる書類の写し 

〇教員免許状または教育職員免許状授与証明書および現在有効であることがわかる更新

講習修了確認証明書等 

〇日本語教師養成講座において420時間以上の教育を受けたことを証明する、大学及び研

修の実施機関が発行する修了証等 

〇大学または大学院で主専攻あるいは副専攻の日本語教育科目を履修したことを証明す

る大学が発行する証明書等 

〇通信による日本語教育科目を履修したことを証明する大学が発行する証明書等 

〇日本語教育能力検定試験の合格証書 

〇文部科学省が実施する日本語教員試験の合格証書 

 

８ 受付期間   

随時募集 

※  受付時間は、午前９時30分から午後５時です。ただし、土・日・祝日を除きま 

す。 

                       

９ 申込先   〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－20 

                 大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  

          人権・国際理解教育グループ 大阪市役所３階 

※Osaka Metro御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」１番出口 北へ100ｍ 

   

10 登録面接の案内について 

  面接の日時等詳細については、申込受付後、１週間以内をめどに応募者本人宛にメールま

たは電話にて通知いたします。なお、申込後10日経っても連絡がない場合は、大阪市教育委

員会事務局 指導部 教育活動支援担当（人権・国際理解教育グループ）に連絡してくださ

い。（問い合わせ先：06-6208-8128） 

 

11  結果発表（登録の可否）について 

  面接終了後、１週間以内をめどに応募者本人宛にメールにて通知いたします。なお、面接

後10日経ってもメールがない場合は、上記の大阪市教育委員会事務局 指導部教育活動支

援担当（人権・国際理解教育グループ）に連絡してください。 

  登録が可となった方につきましては、「口座振替申出書」と「個人番号（マイナンバー）

提供用紙」の提出をお願いいたします。用紙に関しましては結果発表後、メールにて配付い

たします。 

              

12 その他 

（１）応募に際して収集した個人情報については、登録・活動以外の目的には一切使用しま

せん。 

（２）登録条件に満たない場合や申込の内容に虚偽が認められた場合には、登録を取り消す

ことがあります。 

（３）応募書類は返却しません。 


